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建設業で働くみなさんを応援します 今月号の記事

○編集・発行／一般社団法人北陸建設業協会　　○〒920-0041　石川県金沢市長田本町ホ８番地
○TEL 076（255）2124　 FAX 076（231）6305 ○頒価　１部360円／１年分4,320円　　　　　

①ZEHに関する勉強会開催
②安心Ｒ住宅事業者団体登録制度
施行

②９月新設住宅着工戸数３カ月連
続減少

③マンスリートピックス
④名城を訪ねて〈越前大野城〉
④建築物省エネ法講習会開催

1月号

（１）

建設業で働くみなさんを応援します 第124号の記事

○編集・発行／一般社団法人北陸建設業協会　　○〒920-0041　石川県金沢市長田本町ホ８番地
○TEL 076（255）2124　 FAX 076（231）6305　　  ○https ://www.hokurikukenkyo.com/

第124号
②北陸新幹線建設促進石川県民会議
　令和４年度総会

②令和４年度下期建設業経理士検
定試験・経理事務士検定試験

③〈全中連〉所得補償サポートプラン

④〈全中連〉トータルサポートプラ
ン・総合補償制度

　現状、外国人労働者を受け入れている事業者のみに登録が義務化されている建設キャリアアップシステムですが、2023年のすべての事業者
への原則化に向け、現在CCUSの現場利用促進のため「カードタッチの蓄積ポイントを電子マネーに還元」「建設業界の雇用マッチングサー
ビスとの連携」「ハローワーク等との連携（CCUSユーザーの応募勧奨）」「小規模現場における顔認証での履歴蓄積」など更なる取組みを実
施しています。
　令和３年の10月～11月に行われた技能者アンケートでは、システムの導入に期待する声も多かった一方で、「技能者の登録を簡単にする」「登
録サポートの充実」を求める声が非常に多かったことを踏まえ、国はこの結果をもとに改善を図り、より技能者や事業者目線で使いやすいシ
ステムとなることが期待されます。
　一年後には原則化される建設キャリアアップシステムですが、登録には時間を要しますので、今のうちから導入に向けて体制を整えておく
ことが必要です。
　当協会ではCCUSの申請書類の受付から審査・登録までを行う
ことができます。書類審査と登録手続きを同時に行うため、イ
ンターネット申請に比べて早く手続きが完了します。また、面
倒で煩雑な登録作業の一切を、事務手数料無料で行いますので、
是非ご利用ください。

建設キャリアアップシステム認定登録機関
業務開始から1年

　当協会内に開設した、石川県内唯一の建設キャリアアップシステム（CCUS）認定登録機関である「石川県建設キャリアアップ支援協会」
が昨年７月20日の業務開始から１年が過ぎました。現在、登録済みまたは登録希望者は技能者740人、事業者350件を超え、事業者の規模や法人、
個人に関わらず申請が順調に伸びています。全国では2022年６月30日現在、技能者92万8418人、事業者18万372件（うち一人親方は約５万5909件）
となっています。都道府県別にみると、石川県が技能者9,567人、事業者2,050件、富山が技能者7,032人、事業者1,288件となっています。

技能者の登録数

92.8万人が登録
※労働力調査（R3）における建設業技能者数

：309万人

事業者の登録数

18.0万社が登録
※うち一人親方は5.6万社

就 業 履 歴 数

現場での利用は増加傾向
※６月は過去最高の341.8万履歴を蓄積

各図表の縦軸単位は千件
出所：建設業振興基金データより国土交通省

■お問合せ・お申込み
石川県建設キャリアアップ支援協会（一般社団法人北陸建設業協会内）
TEL.076-213-5441（平日の午前９時～午後５時）
ホームページ<https://www.ccus-ishikawa.com>でご確認できます。
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➡

建設業許可票 会員特別価格で販売中
一般販売価格 会員特別価格

詳しくは ㈱健康企画（076-214-7082）までお問合せください。

屋内掲示用と屋外掲示用の金看板と銀看板をそろえています。
<例>屋内掲示用（金看板・銀看板とも）
・材　質：ステンレス製 　・サイズ：H370ミリ×W520ミリ×D20ミリ
・字　体：丸ゴシック体 　・特　徴：５年毎の更新に対応する印刷シート仕上げ

　北陸新幹線建設促進石川県民会議の令和４年度総会が８月６日㈯、金沢市の石川県地場産業振興センター本館大ホールで開かれ、2023年春
の敦賀以西着工と24年春までの敦賀開業を要望する決議を採択しました。
　会議の冒頭、名誉会長の馳浩知事は、「敦賀開業から間をおかずに、以西着工に入る予算を概算要求につけることが大きなポイントだ」と
強調されました。続いて登壇した会長の安宅建樹県商工会議所連合会会頭も
「今年は正念場の年。概算要求に敦賀以西が入ることが一番大事だ」と述べ、
金井豊北陸経済連合会長も同様の認識を示しました。
　2024年春の敦賀開業が確実視される中、沿線の視線はいまだに着工時期が
決まっていない敦賀以西へと注がれています。着工には建設財源の確保や、
京都府の一部沿線で環境影響評価に対する地元同意といった難題が横たわっ
ています。
　情勢報告に立った与党整備新幹線建設推進PTメンバーの佐々木紀衆院議
員は、国土交通省に対し、敦賀以西については金額を示さない「事項要求」
として概算要求に盛り込み、年末の予算編成に向けて財務省と粘り強い交渉
をするよう申し入れたと述べました。

■下期試験日程（１級・２級・３級・４級）日程

受　　験　　地 金沢会場、富山会場、福井会場

申込受付期間 令和４年11月15日（火）～12月15日（木） 
試　　験　　日 令和５年３月12日（日）
合　格　発　表 令和５年５月12日（金）

■検定試験受験料（消費税込）
級　　　別 受 験 料 級　　　別 受 験 料 級　　　別 受 験 料

１級（１科目）　　　　  8,120円 2級 7,120円 2級・3級同日受験 12,620円
１級（２科目同日受験） 11,420円 3級 5,820円 3級・4級同日受験 10,220円
１級（３科目同日受験） 14,720円 4級 4,720円 ※受験料には申込手数料320円が含まれています。

■特別研修受講料（消費税込）
級　　　別 受 講 料
３級 34,650円 ※受講料にはテキスト代が含まれています。

北陸新幹線建設促進石川県民会議 令和４年度総会

　令和４年度下期建設業経理検定試験の日程が決まりました。１級及び２級は「建設業経理士検定試験」として、３級及び４級は「建設業経
理事務士検定試験」として実施されます。誰でも希望の級を受験できますが１級と他の級との同日受験はできません。１級は財務諸表、財務
分析、原価計算の３科目の科目合格制となっており、３科目全てに合格すると１級資格者となります。インターネットでの申し込みと書面に
よる申し込みがあります。

令和４年度下期建設業経理士検定試験（1級・2級）・経理事務士検定試験（3級・4級）

■建設業経理事務士特別研修（３級）
会　　場 開 催 日

石川 石川県建設総合センター
令和4年10月17日(月)
 ～10月19日(水)

富山 富山県建設会館　　　　
令和4年10月25日(火)
 ～10月27日(木)

一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門4－2－12虎ノ門４丁目MTビル２号館
TEL03－5473－4581
ホームページ<http://www.kensetsu-kikin.or.jp/>
または下記の都道府県建設業協会
●一般社団法人石川県建設業協会 
　　金沢市弥生2－1－23  TEL076－242－1161
●一般社団法人富山県建設業協会 
　　富山市安住町3－14  TEL076－432－5576
●一般社団法人福井県建設業協会
　　福井市御幸3－10－1  TEL0776－24－1184

試験のお問合せ先
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①病気・ケガで入院、医師の指示による自宅療養中の月々の所得を補償します。
　●入院、医師の指示による自宅療養のため、業務にまったく従事できない場合の所得を補償します。
　●所得とは、勤労によって得られる所得をいいます（利息収入等は含まれません）。
②世界中・24時間いつでも補償します。
　●業務中・業務外、国内・国外、病気・ケガを問わず就業不能になった場合に補償します。
③最長1年間の長期補償、長期の継続も可能です。
　●補償の対象となる期間は、支払対象外期間を超えた就業不能期間で、かつ、対象期間（１年）を限度とします。
　　※１　支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によっ

て６か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみな
します。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて６か月を経過した日の翌日以降に被保
険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、
新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。

　　※２　対象期間を超えた就業不能はお支払いの対象とはなりません。
　●通算して1,000日分保険金を受け取られるまでご契約を継続できます。
④医師の診査は不要です。
　●所定の告知書の質問事項にお答えいただくのみで医師の診査は不要です。
　　※告知内容によっては、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
⑤団体割引５%、個人で加入されるよりもお得です。

保険の概要
①補償内容……保険の対象となる方が保険期間中に病気またはケガにより就業不能となった場合に保険金をお支払いします。
②保険期間……⑴2022年８月１日午後４時から１年間〈翌年度以降自動更新〉
　　　　　　　⑵中途加入はいつからでも可能です。
③中途加入……中途加入の場合の申込締切日は毎月１日です。その場合の保険開始日は翌月１日です。

病気やケガによる就業不能中の月々の所得を補償します
〈全中連〉所得補償サポートプラン

補 償 内 容
コ　ー　ス　名

A1・A2コース B1・B2コース C1・C2コース

病気・ケガで就業不能のとき
（所得補償保険金額）

1か月につき

10万円
1か月につき

20万円
1か月につき

30万円

万が一の時の安心のために、病気やケガによる就業不能中の月々の所得を補償する制度です。

こんな時にお役に立ちます

ご加入コース（保険金額）

お申込み・資料請求等のお問合せは、(一社)北陸建設業協会(TEL 076-255-2124/担当:渡辺)までご連絡ください。

お申込み・資料請求等のお問合せは、（一社）北陸建設業協会（TEL 076-255-2124/担当：松原・大塚）までご連絡ください。
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選べる３つのサポート

基 本 補 償
工事中の事故（資材の落下で通行人がケガをした、誤って壁に穴をあけてしまった等）のみならず、引き渡し後
の事故（家の壁が崩れて隣家を損壊した、配管の施工不良による水漏れで家具が汚損した等）や、現場の資材置
場に子供が立ち入ってケガをした等について補償します。

自 動 補 償 「支給財物の損壊に対する補償」と「作業対象物の損壊に対する補償」が自動セットされています。

保 険 金 額 １事故あたりの支払限度額は、「１億円」または「３億円」の２プラン（自己負担額３万円）

オプション 「リース・レンタル財物損害補償」と「生産物・仕事の目的物の損壊に対する補償」が追加できます。

第三者賠償補償サポート<請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・施設所有管理者賠償責任保険>

工事補償サポート<１年間の全ての工事をまとめて補償>

傷害補償サポート<事業者用プランと一人親方用プランがあります>

ケガ休業・病気入院をカバーする 全中連総合補償制度

お申込み・資料請求等のお問合せは、（一社）北陸建設業協会（TEL 076-255-2124/担当：松原・大塚）までご連絡ください。

告知（医師の診断）不要で加入できる<病気入院プラン>

ケガによる休業を24時間補償（仕事中・プライベート・地震によるケガ等も）する<ケガ休業プラン>

　建設工事28業種が加入できる「全中連トータルサポートプラン」は、現場において発生する様々な事故・災害への補償を行うとともに、経
営の安定をサポートする保険です。連合会ならではのスケールメリットを適用した割安な保険料となっていますので、様々なリスク回避と事
業の安定を図る上でも必要な補償制度として全国の会員事業者に広く利用されています。

●火災・台風・作業ミス等（自然災害・人的災害）、偶然な事故により工事対象物等に生じた損害を幅広く補償します。
　例：強風で足場が崩れて建設中の建物のガラスを破損した。溶接の火花が燃え移り壁体を残して全焼した等
●工事現場における荷卸し開始から引渡しまでの不測かつ突発的な事故による損害を補償します。
●工事の目的物、目的物に付随する仮工事の目的物、配線・配管・設備等の工事用仮設物、工事用仮設建物及び収容されている什器・
備品・工事用材料・工事用仮設材について補償します。

●工事用材料・工事用仮設材は資材置場等から工事現場までのお客様による搬送中も補償します。

●業務中にケガ等を被った場合、貴社が災害補償規程等に基づいて支出する補償金や臨時に発生する費用に対して政府労災の認定に
関係なくお支払いします。

①事業者用プラン：役員・個人事業主・正規従業員・臨時雇従業員（アルバイト）・下請負人及びその構成員（派遣社員は含みません）、
親族が従業員の場合も含みます。※経営審査事項（W1）で15ポイントの加点が可能です。

②一人親方用プラン：一人親方の事業者、正規従業員が同居の親族のみの事業者、事業者用プランの対象とならない方。

　ケガによる休業や病気による入院から事業所経営を守る全中連総合補償制度は、事業主・役員・従業員の皆さんが入るグループ傷害保
険で、団体契約ならではのスケールメリットを適用した割安な掛金になっていますので、事業所の福利厚生にご活用ください。

■補償概要
事故によるケガが原因で事故日を含めて180日以内、かつ、保険期間内に就業不能になった場合に以下の保険金をお支払いします。
①休 業 療 養 保 険 金：就業不能開始日から30日を限度に日額をお支払い
②手 術 療 養 保 険 金：休業療養保険金が支払われる場合で、１事故につき１回お支払い
③入 院 療 養 一 時 金：休業療養保険金が支払われる場合で、１泊２日以上の入院日数が通算８日以上になった時にお支払い
④長期休業療養一時金：休業療養保険金が支払われる場合で、30日間連続して就業不可で31日目も就業不能が継続している時にお支払い
⑤死　亡　保　険　金：事故によるケガが原因で、事故日を含めて180日以内に亡くなられた時にお支払い
⑥後 遺 障 害 保 険 金：事故によるケガが原因で、事故日を含めて180日以内に身体に障害が残った時に障害の程度に応じてお支払い
　※フルタイム補償特約により、業務中及び業務中以外（日常生活・休暇）のケガも補償します。
　※地震・噴火・津波危険補償特約：地震や噴火、津波が原因でケガをしたときも保険金をお支払いします。
　※有毒ガス・有毒物質による急性中毒・細菌性食中毒・ウイルス性食中毒についても保険金をお支払いします。

■補償概要
病気の治療のために１泊２日以上継続して入院したとき、30日を限度に日額をお支払い
　・業務による症状補償特約により、業務に起因して生じた症状（熱射病・日射病等）も保険金をお支払いします。
　・新型コロナウイルス感染症による入院も保険金をお支払いします。

■掛金について
　・「建設作業の方」と「事務・営業の方」の２種類をご用意しています。
　・毎月払いと年払い（約９％安くなっています）があります。

■申込みについて
　・ケガ休業プランは１名以上、ケガ休業+病気入院プランについては２名以上の加入が必要です（事業所全員の加入が必要です）。
　・ケガ休業プランは80歳までの方が加入できます。ケガ休業＋病気入院プランは69歳までの方が加入できます。

事業所の福利厚生として
充実補償の“ケガ休業＋病気入院プラン”を

ご検討ください
病気入院プランのみの加入はできません

施主さん・元請さんに迷惑をかけないための 全中連トータルサポートプラン


